
子育て環境の充実に関する特別委員会  議事次第  

 

 

令和８年３月 1 0日 (火 ) 

午 後 １ 時 3 0 分 ～  

於 ： 第 ２ 委 員 会 室  

 

 

１  開   会  

 

 

２  所管事項の調査  

 

「少年の非行・犯罪の未然・再犯防止について」  

参考人：佛教大学社会学部現代社会学科  

教授  作田  誠一郎  氏  

 

 

３  閉会中の継続審査及び調査  

 

 

４  今後の委員会運営  

 

 

５  そ  の  他  

 

 

６  閉   会  
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子育て環境の充実に関する特別委員会　出席要求理事者名簿
（令和８年２月府議会定例会）

【健康福祉部】

【総合政策環境部】



京都府における少年の
非行・犯罪の未然・再犯防止について

京都府警察本部

生活安全部少年課
1



○非 行 少 年 ： 刑法犯少年、特別法犯少年及びぐ犯少年

○刑法犯少年 ： 刑法犯で検挙・補導した犯罪少年及び触法少年

○特別法犯少年： 特別法犯で検挙・補導した犯罪少年及び触法少年

○犯 罪 少 年 ： 罪を犯した14歳以上20歳未満の者

○触 法 少 年 ： 刑罰法令に触れる行為をした14歳未満の者

○ぐ 犯 少 年 ： 保護者の正当な監護に服しない性癖があるなど、一定の事
由があって、その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、
又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年

○検 挙 少 年 ： 検察庁への送致等の手続をとった犯罪少年

○補 導 少 年 ： 児童相談所への通告等の手続をとった触法少年又はぐ犯少年

2

用語の定義



１ 非行少年の検挙・補導状況
～令和７年中の検挙・補導状況～

3

◆ 刑法犯少年は、前年に比べて ８８人増加

◆ 特別法犯少年は、前年に比べて３４人増加

◆ 非行少年は、前年に比べて １２２人増加

人員 増減率％

犯罪少年 338 283 403 450 449 ▲ 1 ▲ 0.2

触法少年 162 182 232 196 285 89 45.4

計 500 465 635 646 734 88 13.6

犯罪少年 145 131 144 129 146 17 13.2

触法少年 17 18 33 20 37 17 85.0

計 162 149 177 149 183 34 22.8

10 9 4 3 3 0 0.0

672 623 816 798 920 122 15.3

令和３年 令和４年 令和５年区　　　　　分 令和６年 令和７年
増       減

非

行

少

年

特 別 法 犯

合 計

刑 法 犯

ぐ 犯 少 年



２ 刑法犯少年の検挙・補導状況
～平成元年からの推移～
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２ 刑法犯少年の検挙・補導状況

●包括罪種別

◆ 窃盗犯が全体の約６割

●学職別

5

◆ 小学生以下･中学生が約５割

７３４人 ７３４人

◆ 万引きが窃盗犯の約５割

◆ 特殊詐欺で検挙された少年５人



３ 課題①

～少年非行の低年齢化～
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３ 課題① ～少年非行の低年齢化～

7
非行の低年齢化を懸念

◆ 小学生以下の割合が、平成29年以降高止まり傾向

◆ 特に万引きは、小・中学生が約６割



３ 課題① ～少年非行の低年齢化～

◆ 公徳心が芽生える小学校３・４年生を重点的に実施
8

◆ 府内の全小中学校において非行防止教室を実施

スクールサポーターとは

■ 活動内容

・非行防止教室学校(非行、薬物、情報モラル)

・学校訪問等によるパトロール活動

・立ち直り支援活動

・不審者侵入を想定した防犯訓練 等

■ 体制

42名（うち女性９名）

■ 教室実施回数等（令和６年度中）

実施回数 ２，７１８回

対象人数 １２４，７４２人

※スクールサポーター実施回数等



４ 課題②

～少年の大麻乱用～
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４ 課題②

◆ 過去最多を記録した昨年から減少するも過去２番目

◆ 検挙された少年の約４割は、初犯（非行歴なし）

41

53

前年比で減少するも高止まりの実態

～少年の大麻乱用～



４ 課題② ～少年の大麻乱用～

◆ 大麻の危険性を正しく伝える薬物乱用防止教室の実施
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◆ 薬物乱用防止に向けた協定に基づく啓発活動の実施

◆ 医療機関と連携した薬物乱用少年の立ち直り支援体制の構築



５ 課題③

～少年の犯罪加担防止～
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５ 課題③ ～少年の犯罪加担防止～

◆ 検挙された少年の約３割は高校生

◆ 検挙された少年の約７割が受け子として犯罪に加担

過去５年間に府内において特殊詐欺で検挙された少年２６人の内訳

高校生

9人

34.6%

大学生

1人

3.8%

有職

7人

26.9%

無職

9人

34.6%

受け子

18人

69.2%

その他

8人

30.8%

●役割別 ●学職別

リクルーター・
現金回収役等



５ 課題③ ～少年の犯罪加担防止～

◆ 各年代に応じた情報モラル教室の実施
14◆ ＳＮＳ上の不適切な投稿に対する警告活動の実施

◆ いわゆる「闇バイト」への加担防止に向けた広報啓発の実施

小学生用

保護者用

警告



６ 再犯防止

～立ち直り支援活動～
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6 再犯防止 ～立ち直り支援活動の推進～

◆ 学習支援、農業体験、スポーツ体験等で多岐にわたる 16

◆ KYO-SOLEILを中心に問題を抱える少年を支援

『ＫＹＯ－ＳＯＬＥＩＬ』
大学の街「京都」の特色を生かし
非行少年等と年齢も近く兄や姉の
ような存在である大学生



 

 

（案） 

                         令和８年 月 日

  

 京都府議会議長 荒 巻 隆 三 殿 

 

        子育て環境の充実に関する特別委員長 青 木 義 照

  

         閉会中の継続審査及び調査要求書 

 

 本委員会に付されている事件は、下記の理由により、引き続き審査及び

調査を要するものと認めるから、京都府議会会議規則第75条の規定により

申し出ます。 

 

                記 

 

１ 件  名 

出会い、結婚、妊娠、出産、保育・教育及び就労に至るまでの子育て

環境の充実のための施策（貧困対策、ひとり親家庭対策、ひきこもり対

策、児童虐待対策及びいじめ対策を含む。）について 

 

２ 理  由 

  審査及び調査が結了しないため 
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